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市からの連絡帳

え置かれることとなりました。
［固定資産税・都市計画税課税資産
明細書と納税通知書］
　課税資産明細書は４月１日昌に郵
送します。来年の確定申告などにも
利用できますので大切に保管してく
ださい。
　なお、この課税資産明細書は、課税
されている土地・家屋を表示してお 
り、課税されていない物件（道路な

ど）
については表示していません。
　納税通知書は５月１日晶に郵送す
る予定です。なお、第１期の納期限
は６月１日捷になります。
［固定資産税路線価を公開］
　平成２１年度の固定資産税の全路線
価が掲載された路線価図を公開して
います。情報公開コーナー（両庁舎
１階）で、ご覧になれます。
［固定資産税の土地・家屋価格等縦
覧帳簿の縦覧］
　縦覧とは、納税義務者が他の土地
や家屋の価格と比較して、自らが所
有する土地や家屋の評価が適正であ
るかを確認する制度です。
□縦覧期間　
４月１日昌～６月１日捷の午前８時
３０分～午後５時　
※土・日曜日、祝日を除く
□縦覧場所　
資産税課（田無庁舎４階）
※保谷庁舎ではご覧になれません。
　対 陰市内の土地・家屋の固定資産税
納税義務者　
隠陰の同居の親族　
韻陰の委任を受けた方
吋納税管理人
　持 納税者本人であることを確認でき
るもの（課税資産明細書、納税通知
書または運転免許証な

ど）
□不服がある場合　
固定資産課税台帳に登録されている
価格について不服がある場合は、納
税通知書の交付を受けた日以後６０日
までに固定資産評価審査委員会に対
して、審査の申し出をすることがで
きます。
※「固定資産名寄帳」の閲覧方法は
従来どおりですが、縦覧期間中は無
料です。
◆資産税課
　田 （札４６０－９８２９、札４６０－９８３０）

していたため、平成２０年７月１日ま
での地価の下落を反映させて、評価
の均衡化・適正化を図っていますが、
平成２０年７月１日以降、引き続き地
価が下落している地域については、
平成２２・２３年度に平成２１年度の評価
額を下落修正することができること
となりました。
　その際の判断基準とされる地価動
向の指標は、東京都地価調査価格
（東京都基準地価格）の結果および
不動産鑑定士による調査結果を活用
していく予定です。
＜都市計画税の負担調整措置な

ど＞
　都市計画税は、都市計画事業また
は土地区画整理事業にかかる費用に
充てるため、市町村が任意で課税す
ることができる目的税です。
　都市計画税についても固定資産税
と同様に、負担水準を３区分にし、
それに応じて税額を引き下げ・据え
置き・引き上げを講じることとなり
ます。
［家屋］
　家屋の固定資産評価基準は、建築
資材の価格の変動や工法の変化など
を価格に反映させて改正されます。
　今回の改正では、一部の建築資材
の価格が高騰したため、平成２０年１
月２日～平成２１年１月１日までに建
築された家屋の評価額は、改正前に
建築された家屋と比較すると、やや
高めとなります。
　平成２０年１月１日以前の建築家屋
（在来分家屋）については改正され
た評価基準によって価額が見直さ
れ、これによって求めた価額と前年
度の評価額を比べて、いずれか低い
方が平成２１年度の評価額（課税標準
額）になります。
　以上により、前年度の評価額のま
ま据え置かれる場合と、それを下回
った評価額となる場合のいずれかと
なります。
［固定資産税・都市計画税の税率］
　固定資産税の税率は、平成２１年度
以降も引き続き標準税率である１００
分の１．４を適用します。
　都市計画税の税率は、制限税率で
ある１００分の０．３の範囲内で市町村が
設定することが可能ですが、平成２０
年度から引き続き１００分の０．２５に据

地については引き上げていくという
ものです。
＜平成２１年度税制改正＞
　平成２１年度の税制改正では、負担
水準のばらつきが残っているため、
課税の公平の観点から、「負担水準
の均衡化」を引き続き促進すること
となりました。
　また、平成１８年度から採用されて
いる負担調整制度の簡素化（負担水
準の区分に応じて「前年度の課税標
準額に、一律に当該年度の評価額
（×住宅用地等特例率）の５％を加
える方式」）についても、継続される
ことになりました。
　具体的な内容としては、大きく負
担水準を３区分にし、それに応じて
税額の陰引き下げ隠据え置き韻引き
上げを講じています（表１参照）が、
当市の場合は負担水準の低い土地が
多いため、税額が上昇するケースが
多くみられます。
＜平成２２・２３年度の価格の修正＞
　今回の評価替えの価格調査基準日
である平成２０年１月１日以降、市内
の一部の地域で地価が下落傾向を示

［固定資産税とは］
　固定資産税とは、毎年１月１日に
土地・家屋・償却資産を所有してい
る方が、その資産の所在する市町村
に納めていただく税金（地方税）です。
［土地］
　土地の評価額は、平成６年度の評
価替えから地価公示価格の７割を目
途に算出することとなっています。
　今回の評価替えでは、平成１８年以
降の地価の上昇が固定資産税の評価
替えに影響を及ぼし、市内全域の土
地の評価額が上昇しました。
＜負担水準の均衡化＞
　平成９年度の評価替えから導入さ
れた「負担水準」とは、新年度の評
価額に対する前年度の課税標準額が
どの程度の水準かといった考え方で
す。
　同じ評価額の土地であっても課税
標準額が異なっているという状態
を、負担水準にばらつきがある状態
と称していますが、この負担水準の
ばらつきを解消するために、負担水
準の高い土地についてはその税負担
を抑制する一方、負担水準の低い土

宅地（非住宅）・雑種地・介在畑・介在山林
負担水準

都市計画税固定資産税
評価額の７０％まで引下げ評価額の７０％まで引下げ７０％超
１．００（据置き）１．００（据置き）６０％以上～７０％以下

Ｈ２０課標＋（評価額×５％）…
（Ａ）

Ｈ２０課標＋（評価額×５％）…
（Ａ）

６０％未満 （Ａ）が評価額の６０％を上回る
場合評価額の６０％

（Ａ）が評価額の６０％を上回る
場合評価額の６０％

（Ａ）が評価額の２０％を下回る
場合評価額の２０％

（Ａ）が評価額の２０％を下回る
場合評価額の２０％
　負担水準が６０％未満の土地については、負担調整措置により
税額が引上げられる。ただし、負担水準が６０％以上の土地につ
いては、引下げまたは据置きとなります。　なお、著しい地価下
落に対応した臨時的な税負担の据置措置は、平成１８年度に廃止
されました。

負担水準
＝Ｈ２０課標÷Ｈ２１評価額

宅地（小規模住宅用地・一般住宅用地）・市街化区域農地
負担水準

都市計画税固定資産税
本則まで引下げ本則まで引下げ１００％以上
１．００（据置き）１．００（据置き）８０％以上～１００％未満

Ｈ２０課標＋（本則×５％）…
（Ａ）

Ｈ２０課標＋（本則×５％）…
（Ａ）

８０％未満 （Ａ）が本則の８０％を上回る場
合本則の８０％

（Ａ）が本則の８０％を上回る場
合本則の８０％

（Ａ）が本則の２０％を下回る場
合本則の２０％

（Ａ）が本則の２０％を下回る場
合本則の２０％

　負担水準が８０％未満の土地については、負担調整措置により
税額が引上げられる。　ただし、負担水準が８０％以上の土地に
ついては、引下げまたは据置きとなります。　なお、著しい地
価下落に対応した臨時的な税負担の据置措置は、平成１８年度に
廃止されました。

負担水準
＝Ｈ２０課標÷Ｈ２１本則課標

本則課標（都市計画税）
・小規模住宅用地＝評価額×１／６
・一般住宅用地　＝評価額×１／３
・市街化区域農地＝評価額×１／３

 子育て 

■ファミリー・サポート・センタ
ー　ファミリー会員登録説明会
　当センターでは、地域の中で子ど
もを預けたい方（ファミリー会員）、
子どもを預かる方（サポート会員）
からなる会員同士の相互援助活動を
行っています。
　ファミリー会員に登録希望の方は
出席してください（要電話申し込み）
　時 ・　場 陰４月１４日昇午前１０時～正午・
田無総合福祉センター
隠４月２５日松午前１０時～正午・保谷
保健福祉総合センター
□必要なもの　保護者の顔写真（縦
３㎝×横２．５㎝）１枚、印鑑、８０円切
手１枚（会員証郵送用）

　申 陰４月１３日捷午後５時隠４月２４日
晶午後５時までにファミリー・サポ
ート・センター事務局へ
（札４３８－４１２１）
◆子ども家庭支援センター
（札４２５－３３０３）

■平成２１年度「ようじのつど
い」（全児童館共通事業）
　時 ４月２１日昇午前１０時３０分～１１時３０
分（以降年間１７回実施）
　対 平成２１年度内に３歳以上になる幼
児と保護者
　持 うわばき（親子とも）持参、動き
やすい服装でご参加ください。
　場 市内各児童館・児童センター（東
伏見分室除く）
※ひばりが丘児童館はみどり児童セ
ンターにて、合同で実施します。

　問 詳しくは右表の各児童館・児童セ
ンターへ問合わせを（０・１・２歳
児の活動についても各児童館・児童
センターへ）
◆児童青少年課 　田 （札４６０－９８４３）

児童館名（電話番号・住所）

田無児童館（札４６２－６２３７・田無町４－１４－２）

北原児童館（札４６１－２１５６・北原町１－１６－２）

ひばりが丘児童館
（札４６５－４５４０・ひばりが丘３－１－２５）

芝久保児童館（札４６５－１６７８・芝久保町１－１６－１８）

下保谷児童館（札４２２－８３４６・下保谷４－３－１８）

新町児童館（札０４２２－５５－１７８２・新町５－２－７）

中町児童館（札４２２－８８００・中町４－４－１）

ひばりが丘北児童センター
（札４２３－４６８６・ひばりが丘北１－６－８）

西原北児童館（札４６４－３８３３・西原町４－５－９６）

田無柳沢児童センター
（札４６４－３８４４・向台町１－７－２５）

西原児童館（札４６４－３８１１・田無町７－８－１４）

みどり児童センター
（札４６３－３８２２・緑町３－８－３）

保谷柳沢児童館（札４６８－７８９２・柳沢２－６－１１）

平成２１年度は固定資産税の評価替えの年になります！

（表１）


